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◉電話番号
　♯8000
（プッシュ回線の固定電話、
携帯電話から）

　☎ 022 (212) 9390
（プッシュ回線以外の固定電
話、PHSから）

◉相談時間
　毎日午後７時～翌朝午前８時

休日・夜間診療案内は下記の
番号です（24時間対応）
　☎ 0229 (24) 2267
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  ◉日曜日：受付時間9:00～16:30
  ◉夜間：小児（６歳以上）の診察を希望す 
　る場合はご連絡ください
  【問い合わせ】登米市民病院
  ☎0220（22）5511

㊐ ☎ ☎

㊐ ☎ ☎

㊐ ☎ ☎

㊐ ☎ ☎

㊋ ☎

㊌ ☎

㊍
☎

☎
☎

◉

◉ ☎
☎

☎

◉診療科目　内科、外科、小児科　※原則応急処置まで
診療時間など、詳しくは問い合わせください。
【問い合わせ】石巻市夜間急患センター（石巻赤十字病院敷地内）☎0225（94）5111

■
　

　市では、令和17年度を目標年次とした「登米市公共
施設等総合管理計画個別計画（最終案）」をまとめ、皆
さんの意見を参考に、策定を進めていきます。

総務部総務課（市役所迫庁舎２
階）、各総合支所市民課、市公式ホームページ

郵送、ファクシミリ、電子メールまた
は持参。意見を提出する際の様式は自由。住所、氏名
（団体・企業の場合はその名称と代表者の氏名）、電話
番号、性別、年齢を必ず記載してください。

11月20日（金）～12月21日（月）
▶意見は、計画策定の参考にします▶個人

が特定されない形で、意見の要旨などを公表する場
合があります▶意見に対し個別に回答はしません

総務部総務課（財産係）
☎0220（22）2091※電話による意見提出はできません
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江2－6－1
0220（22）3328

死somu-somu@city.tome.miyagi.jp

■
　公民連携による登米市のまちづくりを進めるため
地域活性化PFIフォーラムを開催します。

12月19日（土）午後１時～４時30 分
米山体育館（上履き持参）
▶市民＝無料▶一般（企業など）3000円

※企業などが参加する場合は要事前申し込み
テーマ「登米市の未来まちづくり」

▶ ❶「コンパクト・プラス・ネットワークの
まちづくり」（仮題）／講師＝伊藤和

かず

久
ひ さ

氏（東北地
方整備局副局長）❷「まちづくりにいかすPPP・PFI
手法と先進事例」（仮題）／講師＝植田和

かず

男
お

氏（日本
PFI・PPP協会会長兼理事長）
▶ 「登米市のまちづくり提案」（仮題）
／講師＝櫻井一

かず

弥
や

氏（東北学院大学工学部環境建設
工学科教授）

▶とうほくPPP・PFI 協会 ☎022（216）6222
死office@ppp-pfi.or.jp
▶総務部総務課（財産係） ☎0220（22）2091
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高
齢
者
で「
最
近
物
忘
れ
が
多
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認
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と
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さ
れ
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ど
、気
に
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市
は
、が
ん
治
療
の
副
作
用
な
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で
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